
『ほのぼのハイキング』令和元年 11月 1日開催（田貫湖、白糸の滝） 

今年度は静岡県富士宮市にあります、田貫湖と白糸の滝へ行きました。天候にも恵まれ、

雄大な富士山を眺めることができました。122 名の参加者の皆様と、気持ちの良い汗を

かき、楽しい 1日となりました。            ※写真撮影：小石川保氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■発 行■ 
社会福祉法人 

湯河原町社会福祉協議会 

令和元年 12月 1日 

 

■編 集■ 
広報担当委員会 

湯河原町中央四丁目 12番地 5 

TEL 0465－62－3700 

FAX 0465－62－5150 

社協ゆがわらは、昭和 61年の創刊以来、みなさまの支えもあってこの度 100号を迎える

ことができました。これからも、社会福祉協議会が町民のみなさまのより身近な存在と

なれるよう、社会福祉協議会の活動について発信してまいります。 

変わらぬご理解と、ご支援を引き続きよろしくお願いいたします。 

湯河原町社会福祉協議会 役職員一同 
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令和元年10月20日（日）開催 

湯河原町民体育館において約 650 名の方々

にご来場いただき、福祉功労者表彰、公演、

おたのしみ抽選会、各協力団体による出店や

バザーなどで楽しんでいただきました。 

好天にも恵まれ、沢山のボランティア・団体

の方々のご協力を得て、無事開催できました。

当日ご来場くださいました町民のみなさま、

ボランティア・団体の方々、誠にありがとう

ございました。 

バザー品のご提供、ありがとうございました！ 

ボランティア連絡協議会（ボラ協）によるバザー

の売上げは、65,860円でした。半額を昨年度に

引き続き、上記の通り三原市社会福祉協議会へ、

半額は、令和元年10月の台風19号被災地への

義援金といたしました。 

また、湯河原はり・灸マッサージ師会によるクイ

ックマッサージの収益金13,150円は、社会福祉

基金へご寄付いただきました。 

西日本豪雨災害被災地支援へのご協力、 

ありがとうございました！ 

湯河原町の姉妹都市であり、平成30 年7 月

の西日本豪雨で被災した広島県三原市の復興

支援として、三原市のご当地お菓子セットを

販売いたしました。収益金は、当日設置した

募金箱、ボラ協バザー売上金の半額とあわせ、

107,997 円を三原市社会福祉協議会へ寄付

いたしました。 

（写真撮影：小石川保氏） 
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車椅子、もしくは寝たきりだから病院に行けない…。そんな時は社協にお任せ下さい！ 

社協では、町内在住の歩行困難により一般の交通機関（電車・バス・タクシー）の利用が難しい方の

通院送迎をお手伝いします。ハンドルを握るのは、運転講習を受けた社協の職員です。 

対象者 

町内にお住まいの方（介護施設等入居者を除く）で、 

歩行困難により車椅子、または特殊寝台（ストレッチャー）での移動を常とする方。 

利用料 

1回（往復）の運行につき、町内500円、真鶴町・熱海市1,000円、 

小田原市・箱根町・南足柄市・足柄上郡5町・函南町1,500円をお支払いいただきます。 

（有料道路を利用する場合は別途利用者負担） 

運行日時 

平日の午前8時30分から午後5時まで。（土日祝日と年末年始は運休） 

利用するには事前に登録が必要です。 

まずはご相談ください！ 

医療情報キットとは、自分の氏名、年齢、緊急連絡先、かかりつけ医、持病や服薬内容などの情報を

専用の容器（筒）に入れ、どの家庭にもあり、火災に強く、地震で家屋が倒壊してもつぶれにくい 

冷蔵庫に入れて保管しておくことで緊急時に対応するものです。 

対象者 

町内在住で、65歳以上の高齢者のみの世帯及び 

障がいのある方がいる世帯 

配 付 

湯河原町社会福祉協議会事務局にてお配りしています。 

詳しくはお問合せ下さい。 

心温まるご寄付ありがとうございました 
【令和元年7月1日～令和元年10月31日】敬称略 

●社会福祉基金● 

湯河原サクソフォンクラブ4080          30,000円 

宮上婦人会                    5,000円 

匿名                       5,000円 

湯河原はり・灸マッサージ師会          13,150円 

湯河原町消防団                 42,100円 

●一般寄付金● 

匿名                       5,000円 

●寄付品● 

JAかながわ西湘女性部 

JAかながわ西湘助け合い組織すみれ会   タオル・布切れ等 

令和元年度 賛助会員の 

皆さまをご紹介します 
【令和元年7月1日～令和元年10月31日】敬称略 

 

湯河原燃料企業組合 

湯河原ライオンズクラブ 

湯河原はり・灸マッサージ師会 
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毎月 10日 宮下会館 ／ 20日 文化福祉会館（吉浜） 

午後1時から4時まで（予約不要） 

行政相談委員や人権擁護委員、民生委員児童委員が家庭内の

もめごとや心配ごと、身の回りのことなど何でも相談をお受

けしています。行政に関すること（年金や道路、役所の窓口

対応）もお受けしています。相談は無料で、秘密は固く守ら

れます。お気軽にご相談ください。 

 

本誌に掲載の事業・行事・会員募集等に関するお問い合わせは、社会福祉法人 湯河原町社会福祉協議会まで 

TEL：0465-62-3700 FAX：0465-62-5150 

ホームページでも各種事業等、詳細をご案内しています！ 

https://yugawara-shakyo.jp/ 
 

 

赤い羽根共同募金 募金期間：10月1日～12月31日 
10月1日（火）、8日（火）の2日間、湯河原駅前で街頭募金を行いました。ご協力いただきましたみなさま、

ありがとうございました。2 日間で集まった募金は、33,343円となりました。赤い羽根共同募金の募金期間は

12月31日までです。次号4月1日発行の広報紙で募金活動のご報告をいたします。 

赤い羽根共同募金の使い道は？ 
平成30年度は下記の事業に使われました。 

社会福祉大会、視覚障がい者のつどい、要・準要保護世帯の夏季慰問金と入進学激励金、災害見舞金、 

児童養護施設城山学園 車両購入費、ゆがわらホームヘルプ事業費 

湯河原町社協 検索 

（写真は、街頭募金開催時の様子） 

 

木田
き だ

久美子
く み こ

  北村
きたむら

優樹
ゆうき

 

本年度4月より、

2人の職員が 

入職しました。 

よろしくお願い

いたします。 

https://yugawara-shakyo.jp/

